
議案第 53 号 

令和３年度貝塚市一般会計補正予算（第８号）の件 

令和３年度貝塚市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１１，８２３千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３９，８９６，３８６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

令和３年９月６日提出 

 

                                                貝塚市長 藤 原 龍 男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　歳　入 (単位   千円)

10. 地方交付税 5,228,419 140,692 5,369,111

1. 地方交付税 5,228,419 140,692 5,369,111

14. 国庫支出金 7,466,590 14,915 7,481,505

2. 国庫補助金 1,231,543 14,915 1,246,458

15. 府支出金 2,946,931 19,628 2,966,559

2. 府補助金 537,584 19,628 557,212

16. 財産収入 25,940 13,235 39,175

2. 財産売払収入 200 13,235 13,435

17. 寄附金 705,185 30 705,215

1. 寄附金 705,185 30 705,215

19. 繰越金 100 93,523 93,623

1. 繰越金 100 93,523 93,623

21. 市債 6,578,500 29,800 6,608,300

1. 市債 6,578,500 29,800 6,608,300

39,584,563 311,823 39,896,386

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 7,529,585 225,544 7,755,129

1. 総務管理費 6,775,520 225,544 7,001,064

3. 民生費 17,038,525 31,304 17,069,829

1. 社会福祉費 6,805,933 15,684 6,821,617

2. 児童福祉費 7,032,743 15,620 7,048,363

4. 衛生費 3,845,923 30 3,845,953

3. 病院費 980,402 30 980,432

8. 土木費 3,370,292 22,435 3,392,727

2. 道路橋梁費 800,285 2,700 802,985

5. 都市計画費 1,899,612 6,500 1,906,112

6. 住宅費 490,039 13,235 503,274

9. 消防費 1,053,796 836 1,054,632

1. 消防費 1,053,796 836 1,054,632

10. 教育費 3,422,830 31,674 3,454,504

2. 小学校費 1,493,942 19,965 1,513,907

3. 中学校費 426,218 4,339 430,557

5. 社会教育費 530,821 7,370 538,191

39,584,563 311,823 39,896,386

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



(追加)

　事　　　　　　項

　 　

　 　

　 　

新 刊 書 誌 情 報 供 給 事 業 令和３年度～令和６年度

ほの字の里避難所空調設備設置工事設計委託事業 令和３年度～令和４年度 1,949千円

1,980千円

限 度 額

第 ２ 表　　　　債  務  負  担  行  為  補  正 

期　　　　　間

中 学 校 屋 内 運 動 場 空 調 設 備 設 置
及 び 照 明 Ｌ Ｅ Ｄ 化 設 計 委 託 事 業

令和３年度～令和４年度 10,124千円

市 道 脇 浜 二 色 線 道 路 工 事 設 計 委 託 事 業 令和３年度～令和４年度 6,300千円



起債の 起債の

方  法 借入先 償還期限 据置期間 その他 方  法 借入先 償還期限 据置期間 償還方法 その他

千円 年以内 年以内      千円 年以内 年以内

9,800 証書借入 年6.5％以内 政　府 20 3 左記の条件の範囲  証券発行の場合 12,000 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

又は （ただし、利率見 内において借入先  において発行価

証券発行 直し方式で借り入 その他 に融通条件がある  格が額面金額を

6,300 れる政府資金及び 20 3 場合その条件に従  下回るときは、 8,500 同左 同左

地方公共団体金融 うことができる。  それぞれの発行

機構資金について、 ただし、財政の都  価格差減額を埋

75,600 利率の見直しを行っ 20 3 合により償還期限  めるために必要 76,400 同左 同左

た後においては、 及び据置期間を短  な金額をそれぞ

当該見直し後の利 縮し又は繰上償還  れの限度額に加

712,500 率） 25 3 若しくは低利に借  算した金額を限 731,600 同左 同左

り換えることがで  度額とする。

きる。

5,500 15 3

起債合計 6,578,500 6,608,300

利  率
償還の方法

備　　考 限度額

保 健 福 祉 合 同
庁 舎 整 備 事 業

 年賦又は

 半年賦・

市 民 文 化 会 館
施 設 整 備 事 業

利  率
償還の方法

備   考
償還方法

第３表  地 方 債 補 正

起債の目的

補　　正　　前 補　　正　　後

限度額

消 防 防 災 施 設
整 備 事 業

 元利均等

 又は元金

 均等若し

学 校 施 設
整 備 事 業

 くは満期

 一括償還

公 民 館 施 設
整 備 事 業


